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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無端移動する表面に担持したトナーと磁性キャリアとを含有する現像剤により、画像形
成装置の潜像担持体上の潜像を現像する現像剤担持体と、
　前記現像剤担持体の表面に対して規制ギャップを介して対向するように配設され、前記
現像剤担持体の表面上における現像剤の層厚を規制する規制部材と、
　前記規制部材の近傍であって且つ前記規制部材よりも現像剤担持体の表面移動方向の上
流側で前記現像剤担持体に対向する対向面を具備する対向部材とを有する現像装置におい
て、
　前記現像剤担持体として、回転する自らの表面に現像剤を担持する中空構造の現像スリ
ーブ、及びこれに連れ回らないように内包され且つスリーブ回転方向に沿って配設された
複数の磁極を具備する磁力発生部を有するものを用い、
　前記規制部材は、非磁性の板状部材と、前記板状部材の前記表面移動方向における上流
側に固定された前記板状部材よりも薄厚の磁性の薄板状部材と、で構成され、
　前記規制部材の前記現像剤担持体側の先端エッジは前記薄板状部材で構成され、
　前記対向面を、前記規制部材の面に直交する面方向から傾斜させて前記対向面の前記表
面移動方向における上流側から下流側にかけての領域を前記現像剤担持体に徐々に近づけ
た対向傾斜面とし、
　前記対向傾斜面の延長線上に前記規制ギャップが位置し、
　且つ、前記対向傾斜面と前記現像剤担持体との間のギャップと、前記ギャップよりも狭
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い前記規制ギャップとの差を、前記規制ギャップの１．７５倍以下にしたことを特徴とす
る現像装置。
【請求項２】
　請求項１の現像装置において、
　前記複数の磁極のうち、前記規制部材によって層厚が規制される現像剤を前記現像スリ
ーブの表面上に拘束するための規制磁極のスリーブ周囲における法線方向の磁力の極大点
を前記規制部材よりもスリーブ回転方向の上流側に位置させ、
　且つ、前記規制磁極に対してスリーブ回転方向の下流側で隣り合っている規制下流磁極
のスリーブ周囲における法線方向の磁力の極大点を前記規制部材よりもスリーブ回転方向
の下流側に位置させたことを特徴とする現像装置。
【請求項３】
　請求項２の現像装置において、
　前記規制磁極及び前記規制下流磁極のそれぞれにおける法線方向の磁力の極小点を前記
規制部材の先端との対向位置に位置させたことを特徴とする現像装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかの現像装置において、
　前記薄板状部材の先端における前記表面移動方向の上流側のエッジを打ち抜き加工にお
けるダレ面側のエッジにする姿勢で前記薄板状部材を配設したことを特徴とする現像装置
。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかの現像装置において、
　前記対向部材における前記対向傾斜面とは異なる箇所に、放熱用の複数のリブを設けた
ことを特徴とする現像装置。
【請求項６】
　請求項５の現像装置において、
　前記対向部材としてアルミ製のものを用いたことを特徴とする現像装置。
【請求項７】
　潜像担持体と、前記潜像担持体に担持される潜像を現像する現像装置とを備える画像形
成装置において、
　前記現像装置として、請求項１乃至６の何れかの現像装置を用いたことを特徴とする画
像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現像装置、及びこれを備える画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自らの無端移動する表面に担持した現像剤によって潜像担持体上の潜像を現像す
る現像剤担持体と、現像剤担持体に対して規制ギャップを介して対向して現像剤担持体上
の現像剤の層厚を規制する規制部材とを有する現像装置が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の現像装置は、回転する中空構造の現像スリーブと、これに
連れ回らないように内包され且つスリーブ回転方向に並ぶ複数の磁極を具備する磁石体と
を有する現像ローラを現像剤担持体として備えている。トナーと磁性キャリアとを含有す
る現像剤は、磁石体の磁力により、回転する現像スリーブの表面に吸着されて、現像スリ
ーブとともに回転する。そして、現像スリーブに対して所定の規制ギャップを介して対向
している現像剤規制部材により、現像スリーブ上の層厚が規制された後に、潜像担持体た
る感光体との対向位置に移動して潜像の現像に寄与する。現像剤規制部材の近傍で、且つ
現像剤規制部材よりもスリーブ回転方向の上流側には、現像スリーブ上で滞留する現像剤
の量を規制するために前述の規制ギャップよりも大きなギャップ介して現像スリーブに対
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向する対向部材たる滞留規制部材が配設されている。この滞留規制部材により、現像剤規
制部材によって規制された現像剤が現像剤規制部材よりも上流側に滞って不動層を形成し
てしまうことを防止することができるとされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、本発明者らは、滞留規制部材のような対向部材を設けていても現像剤の
不動層を発生させてしまう場合があることを実験によって見出した。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明は、無端移動する表面に担持したトナーと磁性
キャリアとを含有する現像剤により、画像形成装置の潜像担持体上の潜像を現像する現像
剤担持体と、前記現像剤担持体の表面に対して規制ギャップを介して対向するように配設
され、前記現像剤担持体の表面上における現像剤の層厚を規制する規制部材と、前記規制
部材の近傍であって且つ前記規制部材よりも現像剤担持体の表面移動方向の上流側で前記
現像剤担持体に対向する対向面を具備する対向部材とを有する現像装置において、前記現
像剤担持体として、回転する自らの表面に現像剤を担持する中空構造の現像スリーブ、及
びこれに連れ回らないように内包され且つスリーブ回転方向に沿って配設された複数の磁
極を具備する磁力発生部を有するものを用い、前記規制部材は、非磁性の板状部材と、前
記板状部材の前記表面移動方向における上流側に固定された前記板状部材よりも薄厚の磁
性の薄板状部材と、で構成され、前記規制部材の前記現像剤担持体側の先端エッジは前記
薄板状部材で構成され、前記対向面を、前記規制部材の面に直交する面方向から傾斜させ
て前記対向面の前記表面移動方向における上流側から下流側にかけての領域を前記現像剤
担持体に徐々に近づけた対向傾斜面とし、前記対向傾斜面の延長線上に前記規制ギャップ
が位置し、且つ、前記対向傾斜面と前記現像剤担持体との間のギャップと、前記ギャップ
よりも狭い前記規制ギャップとの差を、前記規制ギャップの１．７５倍以下にしたことを
特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、現像剤の不動層の発生をより抑えることができるという優れた効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係る複写機を示す概略構成図。
【図２】同複写機に搭載された４つ作像ユニットのうちの何れか１つにおける現像装置及
び感光体を示す拡大構成図。
【図３】同現像装置の規制ブレードを示す斜視図。
【図４】従来の現像装置における現像ローラ及びその周囲を示す拡大断面図。
【図５】同現像装置内で規制ブレードよりもスリーブ回転方向の上流側で滞留する現像剤
を拡大して示す拡大断面図。
【図６】実施形態に係る複写機の現像装置における規制ギャップとその周囲とを示す拡大
断面図。
【図７】同現像装置における規制磁極の磁力と、規制下流磁極の磁力とを説明するための
断面図。
【図８】同現像装置における現像ローラ及びその周囲を示す拡大断面図。
【図９】同現像装置における滞留現像剤を拡大して示す拡大断面図。
【図１０】汲み上げ低下率とギャップ差倍率との関係を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を適用した画像形成装置として、複数の感光体が並行配設されたタンデム
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型のカラーレーザー複写機（以下、単に「複写機」という）の一実施形態について説明す
る。
　まず、実施形態に係る複写機の基本的な構成について説明する。図１は、実施形態に係
る複写機の概略構成図である。この複写機はプリンタ部１００、これを載せる給紙装置２
００、プリンタ部１００の上に固定されたスキャナ３００などを備えている。また、この
スキャナ３００の上に固定された自動原稿搬送装置（以下、ＡＤＦという）４００なども
備えている。
【０００９】
　プリンタ部１００は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各
色の画像を形成するための４つの作像ユニット１８Ｙ，１８Ｍ，１８Ｃ，１８Ｋを有する
画像形成ユニット２０を備えている。各符号の末尾に付されたＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋという添字
は、イエロー、マゼンタ、シアン、黒用の部材であることを示している（以下同様）。
【００１０】
　作像ユニット１８Ｙ，１８Ｍ，１８Ｃ，１８Ｋの他には、光書込ユニット２１、中間転
写ユニット１７、二次転写装置２２、レジストローラ対４９、ベルト定着方式の定着装置
２５などが配設されている。光書込ユニット２１は、光源、ポリゴンミラー、ｆ－θレン
ズ、反射ミラーなどを有し、画像データに基づいて後述の感光体の表面にレーザー光を照
射する。
【００１１】
　作像ユニット１８Ｙ，１８Ｍ，１８Ｃ，１８Ｋは、ドラム状の感光体１、帯電器、現像
装置４、ドラムクリーニング装置、除電器などを有している。以下、イエロー用の作像ユ
ニット１８Ｙを例にして説明する。帯電手段たる帯電器によって、感光体１Ｙの表面は一
様帯電される。帯電処理が施された感光体１Ｙの表面には、光書込ユニット２１によって
変調及び偏向されたレーザー光が照射される。すると、照射部（露光部）の電位が減衰す
る。この減衰により、感光体１Ｙの表面にＹ用の静電潜像が形成される。形成されたＹ用
の静電潜像は現像手段たる現像装置４Ｙによって現像されてＹトナー像となる。
【００１２】
　Ｙ用の感光体１Ｙ上に形成されたＹトナー像は、後述する中間転写ベルト１１０に一次
転写される。一次転写後の感光体１Ｙの表面は、ドラムクリーニング装置によって転写残
トナーがクリーニングされる。その後、感光体１Ｙの表面は、除電器によって除電される
。そして、帯電器によって一様帯電せしめられて、初期状態に戻る。以上のような一連の
プロセスが、他の作像ユニット１８Ｍ，１８Ｃ，１８Ｋにおいても同様に行われる。
【００１３】
　中間転写ユニット１７は、中間転写ベルト１１０やベルトクリーニング装置９０などを
有している。また、張架ローラ１４、駆動ローラ１５、二次転写バックアップローラ１６
、４つの一次転写バイアスローラ６２Ｙ，６２Ｍ，６２Ｃ，６２Ｋなども有している。中
間転写ベルト１１０は、張架ローラ１４を含む複数のローラによってテンション張架され
ている。そして、ベルト駆動モータによって駆動される駆動ローラ１５の回転駆動によっ
て図中時計回り方向に無端移動せしめられる。
【００１４】
　４つの一次転写バイアスローラ６２Ｙ，６２Ｍ，６２Ｃ，６２Ｋは、それぞれ中間転写
ベルト１１０の内周面側に接触するように配設され、電源から一次転写バイアスの印加を
受ける。また、中間転写ベルト１１０をその内周面側から感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋ
に向けて押圧してＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋ用の一次転写ニップを形成する。各一次転写ニップには
、一次転写バイアスの影響により、感光体と一次転写バイアスローラとの間に一次転写電
界が形成される。
【００１５】
　Ｙ用の感光体１Ｙ上に形成されたＹトナー像は、この一次転写電界やニップ圧の影響に
よって中間転写ベルト１１０上に一次転写される。このＹトナー像の上には、Ｍ，Ｃ，Ｋ
用の感光体１Ｍ，Ｃ，Ｋ上に形成されたＭ，Ｃ，Ｋトナー像が順次重ね合わせて一次転写
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される。この重ね合わせの一次転写により、中間転写ベルト１１０上には多重トナー像た
る４色重ね合わせトナー像（以下、４色トナー像という）が形成される。
【００１６】
　中間転写ベルト１１０上に重ね合わせ転写された４色トナー像は、後述の二次転写ニッ
プで記録体たる記録シートに二次転写される。二次転写ニップ通過後の中間転写ベルト１
１０の表面に残留する転写残トナーは、図中左側の駆動ローラ１５との間にベルトを挟み
込むベルトクリーニング装置９０によってクリーニングされる。
【００１７】
　中間転写ユニット１７の図中下方には、２本の張架ローラ２３によって紙搬送ベルト２
４を張架している二次転写装置２２が配設されている。紙搬送ベルト２４は、少なくとも
何れか一方の張架ローラ２３の回転駆動に伴って、図中反時計回り方向に無端移動せしめ
られる。２本の張架ローラ２３のうち、図中右側に配設された一方のローラは、中間転写
ユニット１７の二次転写バックアップローラ１６との間に、中間転写ベルト１１０及び紙
搬送ベルト２４を挟み込んでいる。この挟み込みにより、中間転写ユニット１７の中間転
写ベルト１１０と、二次転写装置２２の紙搬送ベルト２４とが接触する二次転写ニップが
形成されている。そして、この一方の張架ローラ２３には、トナーと逆極性の二次転写バ
イアスが電源によって印加される。
【００１８】
　二次転写バイアスの印加により、二次転写ニップには中間転写ユニット１７の中間転写
ベルト１１０上の４色トナー像をベルト側からこの一方の張架ローラ２３側に向けて静電
移動させる二次転写電界が形成される。後述のレジストローラ対４９によって中間転写ベ
ルト１１０上の４色トナー像に同期するように二次転写ニップに送り込まれた記録シート
には、この二次転写電界やニップ圧の影響を受けた４色トナー像が二次転写せしめられる
。
【００１９】
　複写機本体の下部に設けられた給紙装置２００には、内部に複数の記録シートを紙束の
状態で複数枚重ねて収容可能な給紙カセット４４が、鉛直方向に複数重なるように配設さ
れている。それぞれの給紙カセット４４は、紙束の一番上の記録シートに給紙ローラ４２
を押し当てている。そして、給紙ローラ４２を回転させることにより、一番上の記録シー
トを給紙路４６に向けて送り出される。
【００２０】
　給紙カセット４４から送り出された記録シートを受け入れる給紙路４６は、複数の搬送
ローラ対４７と、その路内の末端付近に設けられたレジストローラ対４９とを有している
。そして、記録シートをレジストローラ対４９に向けて搬送する。レジストローラ対４９
に向けて搬送された記録シートは、レジストローラ対４９のローラ間に挟まれる。一方、
中間転写ユニット１７において、中間転写ベルト１１０上に形成された４色トナー像は、
ベルトの無端移動に伴って上記二次転写ニップに進入する。レジストローラ対４９は、ロ
ーラ間に挟み込んだ記録シートを二次転写ニップにて４色トナー像に密着させ得るタイミ
ングで送り出す。
【００２１】
　二次転写ニップでは、中間転写ベルト１１０上の４色トナー像が記録シートに密着する
。そして、記録シート上に二次転写されて、白色の記録シート上でフルカラー画像となる
。このようにしてフルカラー画像が形成された記録シートは、紙搬送ベルト２４の無端移
動に伴って二次転写ニップを出た後、紙搬送ベルト２４上から定着装置２５に送られる。
【００２２】
　定着装置２５は、定着ベルト２６を２本のローラによって張架しながら無端移動せしめ
るベルトユニットと、このベルトユニットの一方のローラに向けて押圧される加圧ローラ
２７とを備えている。これら定着ベルト２６と加圧ローラ２７とは互いに当接して定着ニ
ップを形成しており、紙搬送ベルト２４から受け取った記録シートをここに挟み込む。ベ
ルトユニットにおける２本のローラのうち、加圧ローラ２７から押圧される方のローラは
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、内部に熱源を有しており、これの発熱によって定着ベルト２６を加圧する。加圧された
定着ベルト２６は、定着ニップに挟み込まれた記録シートを加熱する。この加熱やニップ
圧の影響により、フルカラー画像が記録シートに定着せしめられる。
【００２３】
　定着装置２５内で定着処理が施された記録シートは、プリンタ筐体の図中左側板の外側
に設けたスタック部５７上にスタックされるか、もう一方の面にもトナー像を形成するた
めに上述の二次転写ニップに戻されるかする。
【００２４】
　原稿のコピーがとられる際には、例えばシート原稿の束がＡＤＦ４００の原稿台３０上
セットされる。但し、その原稿が本状に閉じられている片綴じ原稿である場合には、コン
タクトガラス３２上にセットされる。このセットに先立ち、複写機本体に対してＡＤＦ４
００が開かれ、スキャナ３００のコンタクトガラス３２が露出される。この後、閉じられ
たＡＤＦ４００によって片綴じ原稿が押さえられる。
【００２５】
　原稿がセットされた後、コピースタートスイッチが押下されると、スキャナ３００によ
る原稿読取動作がスタートする。但し、ＡＤＦ４００にシート原稿がセットされた場合に
は、この原稿読取動作に先立って、ＡＤＦ４００がシート原稿をコンタクトガラス３２ま
で自動移動させる。原稿読取動作では、まず、第１走行体３３と第２走行体３４とがとも
に走行を開始し、第１走行体３３に設けられた光源から光が発射される。そして、原稿面
からの反射光が第２走行体３４内に設けられたミラーによって反射せしめられ、結像レン
ズ３５を通過した後、読取センサー３６に入射される。読取センサー３６は、入射光に基
づいて画像情報を構築する。
【００２６】
　このような原稿読取動作と並行して、作像ユニット１８Ｙ，１８Ｍ，１８Ｃ，１８Ｋ内
の各機器や、中間転写ユニット１７、二次転写装置２２、定着装置２５がそれぞれ駆動を
開始する。そして、読取センサー３６によって構築された画像情報に基づいて、光書込ユ
ニット２１が駆動制御されて、各感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋ上に、Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋト
ナー像が形成される。これらトナー像は、中間転写ベルト１１０上に重ね合わせ転写され
た４色トナー像となる。
【００２７】
　また、原稿読取動作の開始とほぼ同時に、給紙装置２００内では給紙動作が開始される
。この給紙動作では、給紙ローラ４２の１つが選択回転せしめられ、ペーパーバンク４３
内に多段に収容される給紙カセット４４の１つから記録シートが送り出される。送り出さ
れた記録シートは、分離ローラ４５で１枚ずつ分離されて給紙路４６に進入した後、搬送
ローラ対４７によって二次転写ニップに向けて搬送される。このような給紙カセット４４
からの給紙に代えて、手差しトレイ５１からの給紙が行われる場合もある。この場合、手
差し給紙ローラ５０が選択回転せしめられて手差しトレイ５１上の記録シートを送り出し
た後、分離ローラ５２が記録シートを１枚ずつ分離してプリンタ部１００の手差し給紙路
５３に給紙する。
【００２８】
　２色以上のトナーからなる多色画像を形成する場合には、中間転写ベルト１１０をその
上部張架面がほぼ水平になる姿勢で張架して、上部張架面に全ての感光体１Ｙ，１Ｍ，１
Ｃ，１Ｋを接触させる。これに対し、Ｋトナーのみからなるモノクロ画像を形成する場合
には、姿勢調整機構により、中間転写ベルト１１０を図中左下に傾けるような姿勢にして
、その上部張架面をＹ，Ｍ，Ｃ用の感光体１Ｙ，Ｍ，Ｃから離間させる。そして、４つの
感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋのうち、Ｋ用の感光体１Ｋだけを図中反時計回りに回転さ
せて、Ｋトナー像だけを作像する。この際、Ｙ，Ｍ，Ｃについては、感光体１Ｙ，１Ｍ，
１Ｃだけでなく、現像器も駆動を停止させて、感光体や現像剤の不要な消耗を防止する。
【００２９】
　図２は、４つ作像ユニット１８Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋのうちの何れか１つにおける現像装置４
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及び感光体１を示す拡大構成図である。４つの作像ユニット１８Ｙ，１８Ｍ，１８Ｃ，１
８Ｋは、それぞれ扱うトナーの色が異なる点の他がほぼ同様の構成になっているので、同
図では「４」の後に付すＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋという添字を省略している。
【００３０】
　感光体１は図中矢印Ｇ方向に回転しながら、その表面が帯電装置によって帯電せしめら
れる。帯電した感光体１の表面は光書込ユニット２１から照射されたレーザー光によって
静電潜像を担持する。この静電潜像に対して現像装置４によってトナーが供給されること
で、静電潜像が現像されてトナー像になる。
【００３１】
　現像装置４は、図中矢印Ｉ方向に回転しながら感光体１の表面の静電潜像にトナーを供
給して静電潜像を現像する現像剤担持体としての現像ローラ５を有している。また、現像
ローラ５に現像剤を供給しながら図の紙面に直交する方向現像剤を搬送する供給搬送部材
としての供給スクリュー８を具備する供給搬送路９を有している。
【００３２】
　供給搬送路９内では、供給スクリュー８の回転駆動により、磁性キャリア及びトナーを
含有する現像剤がスクリュー回転軸線方向に搬送される。現像ローラ５は、非磁性パイプ
からなる中空構造の回転可能な現像スリーブ５ａと、これに連れ回らないように内包され
且つスリーブ回転方向に並ぶ複数の磁極を具備する磁力発生部たるマグネットローラ５ｂ
とを有している。現像スリーブ５ａは、その回転に伴って供給搬送路９との対向部を通過
する際に、回転不能なマグネットローラ５ｂの汲み上げ磁極の発する磁力により、供給搬
送路９内の現像剤を汲み上げて担持する。これによって現像スリーブ５ａの表面上に形成
された現像剤の層は、規制部材たる規制ブレード１２の先端と現像スリーブ５ａの表面と
の間に形成される規制ギャップを通過する際に、その層厚が所定の厚みに規制される。
【００３３】
　規制ギャップを通過して所定の厚みに規制された現像剤層は、現像スリーブ５ａの回転
に伴って、感光体１と対向する現像領域に搬送されて現像に寄与する。その後、現像ロー
ラ５の回転に伴って、回収スクリュー６との対向位置まで搬送される。その対向位置には
、現像ローラ５に内包される回転不能なマグネットローラ５ｂの２つの反発磁極により、
反発磁界が形成されている。現像剤層はその反発磁界の作用によって現像スリーブ５ａの
表面から離脱して回収搬送路７内の回収スクリュー６に回収される。
【００３４】
　規制ブレード１２の近傍であって且つ規制ブレード１２よりも現像スリーブ５ａの回転
方向の上流側には、規制ブレード１２によって規制されて規制ブレード１２よりも上流側
で滞留する現像剤の量を規制する滞留規制部材１３が配設されている。この滞留規制部材
１３は、前述した規制ギャップよりも大きな滞留ギャップを介して、現像スリーブ５ａの
表面に対向する対向部材である。
【００３５】
　供給搬送路９の下方であって回収搬送路７の側方には、攪拌搬送路１０が配設されてい
る。攪拌搬送路１０内においては、撹拌スクリュー１１の回転駆動により、現像剤が供給
搬送路９とは逆に図の紙面の直交する方向における奥側から手前側に向けて搬送される。
供給搬送路９と攪拌搬送路１０とは仕切り部材としての第一仕切り壁１３３によって仕切
られている。第一仕切り壁１３３の供給搬送路９と攪拌搬送路１０とを仕切る箇所は図の
紙面に直交する方向の手前側と奥側との両端は開口部となっており、供給搬送路９と攪拌
搬送路１０とが連通している。
【００３６】
　供給搬送路９と回収搬送路７とも第一仕切り壁１３３によって仕切られているが、第一
仕切り壁１３３の供給搬送路９と回収搬送路７とを仕切る箇所には開口部が設けられてい
ない。また、攪拌搬送路１０と回収搬送路７との２つの搬送路は仕切り部材としての第二
仕切り壁１３４によって仕切られている。第二仕切り壁１３４は、図の紙面に直交する方
向における手前側が開口部となっており、攪拌搬送路１０と回収搬送路７とが連通してい
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る。
【００３７】
　供給スクリュー８、回収スクリュー６及び攪拌スクリュー１１は樹脂製もしくは金属製
のスクリュー部材からなっている。供給スクリューは２条巻き構造のスクリュー部材であ
り、回収スクリュー６及び攪拌スクリュー１１は１条巻き構造のスクリュー部材である。
　　　
【００３８】
　表面に複数のＶ溝あるいはサンドブラスト処理による複数の凹部を具備している現像ス
リーブ５ａは、アルミ製又はステンレス製の素管からなる。規制ブレード１２と感光体１
との間には、規制ギャップが形成されている。
【００３９】
　回収搬送路７に回収された現像剤は、図の紙面の直交する奥側から手前側に搬送され、
手前側の端部付近に存在する開口部を通過して攪拌搬送路１０に進入する。その直後に、
攪拌搬送路１０の上側に設けられたトナー補給口から補給されてくる新たなトナーと混合
される。回収搬送路７の図中手前側端部まで搬送された現像剤は、第一仕切り壁１３３に
おける図中手前側の端部に設けられた開口を通って、供給搬送路９内に進入する。
【００４０】
　攪拌搬送路１０から供給搬送路９に進入した現像剤は、供給スクリュー８の回転駆動に
伴って、図の紙面の直交する方向における手前側から奥側に向けて搬送される。その過程
で、一部の現像剤が現像ローラ５に汲み上げられる。残りの現像剤は、供給搬送路９にお
ける図中奥側の端部まで搬送され、第一仕切り壁１３３の図中奥側の端部に設けられた開
口部を通って攪拌搬送路１０に戻される。攪拌搬送路１０の底板には、トナー濃度センサ
ーが設けられおり、制御部はトナー濃度センサーから出力に基づいて、必要に応じてトナ
ー補給装置を駆動して現像剤のトナー濃度を回復させる。
【００４１】
　供給搬送路９の現像剤搬送方向の下流端近傍には、現像剤排出口９４が設けられており
、供給搬送路９内における現像剤の高さレベルが閾値を超えた場合には、現像剤排出口９
４から現像剤がオーバーフローする。そして、排出搬送スクリュー２ａによって現像装置
４の外部に排出される。
【００４２】
　供給搬送路９内では、現像剤が移動する際の勢いや、供給スクリュー８の回転する力に
よって飛び跳ねることで、現像剤の高さレベルが閾値を超えていないにもかかわらず、現
像剤が現像剤排出口９４から排出されてしまうことがある。このような排出を防止するた
めに、供給搬送路９の上方にブロック部材３を設け、供給スクリュー８の回転に伴って飛
び跳ねようとする現像剤をブロック部材３に当てて供給スクリュー８に戻すようにしてい
る。ブロック部材３は、その底面が供給スクリュー８の形状に沿ったＲ形状の樹脂製の部
材である。供給スクリュー８の形状に沿ったＲ形状であることにより、供給スクリュー８
全体を覆うようにブロック部材３の底面を全体的に供給スクリュー８に近接させることが
可能になる。これにより、現像剤の飛び跳ねを確実に阻止することができる。
【００４３】
　図３は、現像装置４の規制ブレード１２を示す斜視図である。規制ブレード１２は、板
状のブレード本体部１２ａと、板状の先端磁性板１２ｂとを有している。ステンレス板等
からなるブレード本体部１２ａは、規制ブレード１２全体としてある程度の剛性を発揮で
きるように、比較的厚めの板状に成形された板状部材からなる。薄板状の先端磁性板１２
ｂは、規制ブレード１２における現像スリーブ５ａに対向する先端部を構成するものであ
り、比較的薄い磁性板からなる。この先端磁性板１２ｂがブレード本体部１２ａにおける
スリーブ回転方向上流側の面の先端部に固定されている。この固定は、複数のネジによる
ネジ止めによって行われている。規制ギャップは、０．４～０．６［ｍｍ］に設定されて
いる。また、滞留ギャップは０．９～１．１［ｍｍ］に設定されている。
【００４４】
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　次に、従来の現像装置で発生した不具合について説明する。
　図４は、従来の現像装置における現像ローラ５ａ及びその周囲を示す拡大断面図である
。現像ローラ５ａのマグネットローラ５ｂは、回転方向に並ぶ５つ以上の磁極を有してい
るが、同図では便宜上、汲み上げ磁極５ｂ－１、規制磁極５ｂ－２、及び規制下流磁極５
ｂ－３の３つだけを示している。
【００４５】
　図中時計回り方向に回転する非磁性パイプからなる現像スリーブ５ａは、供給スクリー
８との対向位置で、規制磁極５ｂ－１の発する磁力により、供給スクリュー８内の現像剤
５００を自らの方に引き寄せて自らの表面に担持しながら汲み上げる。汲み上げられた現
像剤５００は、現像スリーブ５aの回転に伴って規制磁極５ｂ－２との対向位置に進入し
、規制磁極５ｂ－２の磁力によって穂立ちする。その後、現像スリーブ５ａの回転に伴っ
て規制ブレード１２との対向位置にくると、穂の先端側の移動が規制されて、現像剤層が
所定の厚みになる。規制ブレード１２によって現像スリーブ５ａとの連れ回りを規制され
た現像剤５００は、規制ブレード１２よりもスリーブ回転方向の上流側で滞留する。滞留
規制部材１３は、自らと現像スリーブ５ａとの間における空間の容積を一定量にしている
ことで、現像剤５００の滞留量を規制している。
【００４６】
　磁性キャリアの劣化が進行していないときには、現像剤５００の流動性がある程度良好
である。このため、規制ブレード１２よりも上流側に滞留した現像剤５００中の磁性キャ
リア粒子は、現像スリーブ５ａに連れ回る現像剤５００に擦られながら活発に回転して、
やがて現像剤５００とともに移動している連れ回りの現像剤５００に取り込まれる。そし
て、最終的には規制ギャップを通過して現像に寄与する。
【００４７】
　ところが、トナー成分の固着によって磁性キャリアの劣化が進行して現像剤５００の流
動性が低下してくると、規制ブレード１２よりも上流側に滞留する現像剤５００の動きが
鈍くなってくる。そして、図５に示されるように、個々の磁性キャリア粒子が活発に回転
するのではなく、滞留している現像剤５００の全体がスリーブ回転方向に動こうとするよ
うになるが、その動きは規制ブレード１２の先端磁性板１２ｂの側面によって阻止される
。これにより、規制ブレード１２よりも上流側には、個々の磁性キャリア粒子の動きが殆
ど認められない現像剤５００の不動層５０１が形成される。
【００４８】
　不動層５０１が形成されると、不動層５０１と、現像スリーブ５０１に連れ回っている
現像剤５００との摺擦によって生じた熱が、不動層５０１中にこもるようになり、トナー
の溶融による不動層５０１中の現像剤５００の劣化が助長される。この助長により、不動
層５０１の厚みが徐々に成長していき、やがて、不動層５０１が規制ブレード１２の先端
よりも現像スリーブ５ａ側に突き出るようになる。この状態では、不動層５０１が現像ス
リーブ５ａに連れ回っている現像剤の厚みを規制ギャップよりも狭いギャップで規制する
ようになることから、現像剤の層厚が不足して現像濃度不足を引き起こしてしまう。
【００４９】
　次に、実施形態に係る複写機の特徴的な構成について説明する。
　図６は、実施形態に係る複写機の現像装置４における規制ギャップとその周囲とを示す
拡大断面図である。同図において、１３ａは、滞留規制部材１３における現像スリーブ５
ａとの対向面としての対向傾斜面を示している。また、矢印αは、規制ブレード１２の先
端磁性板１２ｂにおける規制側面（図中左側の面）に直交する面方向であるブレード直交
面方向を示している。対向傾斜面１３ａは、ブレード直交面方向αから傾斜していること
で、スリーブ回転方向における上流側から下流側にかけての領域を現像スリーブ５ａに徐
々に近づける。
【００５０】
　滞留規制部材１３の対向傾斜面１３ａと、現像スリーブ５ａとの間の滞留ギャップＧ２
は、規制ギャップＧ１よりも大きな値に設定されている。
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【００５１】
　図７は、実施形態に係る複写機の現像装置４における規制磁極の磁力と、規制下流磁極
の磁力とを説明するための断面図である。同図において、現像スリーブ５ａの周囲に描か
れている太線は、磁極のスリーブ法線方向の磁力を示している。この現像装置５において
は、規制磁極５ｂ－２の磁力の極大点Ｐ１を規制ブレード１２よりもスリーブ回転方向の
上流側に位置させ、且つ、規制下流磁極５ｂ－３の磁力の極大点Ｐ２を規制ブレード１２
よりもスリーブ回転方向の下流側に位置させている。そして、二つの磁力分布の交点であ
る極小点Ｐ３を規制ブレード１２の先端磁性板１２ａの先端に対向させている。その極小
点Ｐ３の位置では、磁力線がスリーブ表面の接線方向に延びている。そして、その接線方
向は、現像剤が規制ギャップを通過しようとする方向と同じである。
【００５２】
　古くは、規制磁極５ｂ－２の磁力の極大点Ｐ１を先端磁性板１２ａの延長線上に位置さ
せて、先端磁性板１２ａの位置で現像剤を最も高く穂立ちさせる措置をとることが一般的
であった。しかしながら、このようにすると、規制ギャップＧ１内において、スリーブ表
面の接線方向に移動しようとする現像剤をスリーブ表面に引き付けてしまう。そして、劣
化の進行によって流動性を低下させた現像剤を規制ギャップＧ１に良好に通すことが困難
になって、現像剤の層厚不足による現像濃度不足を引き起こし易くなることが解ってきた
。
【００５３】
　そこで、実施形態に係る複写機では、図示のように、極小点Ｐ２を先端磁性板１２ｂの
先端に対向さている。このようにして、規制ギャップＧ１における磁力線の向きと、現像
剤の移動方向とを一致させることで、規制ギャップＧ１内での現像剤の滞りによる層厚不
足の発生を抑えることができる。
【００５４】
　但し、極小点Ｐ２を先端磁性板１２ｂの先端に対向させると、図示のように、規制磁極
５ｂ－２の法線方向における磁力分布の殆どを、現像剤を滞留させる滞留空間内に位置さ
せることから、不動層をより形成し易くなってしまう。そこで、実施形態に係る複写機で
は、上述のように、滞留規制部材１３の現像スリーブ５ａとの対向面をブレード直交面方
向αから傾けた対向傾斜面１３ａにしている。
【００５５】
　図８は、実施形態に係る複写機の現像装置４における現像ローラ５ａ及びその周囲を示
す拡大断面図である。実施形態に係る複写機の現像装置４においては、図示のように、規
制ブレード１２よりもスリーブ回転方向の上流側に滞留する現像剤５００が、スリーブの
回転に伴って、傾斜している対向傾斜面１３ａに押し付けられる。
【００５６】
　図９は、実施形態に係る複写機の現像装置４における滞留現像剤を拡大して示す拡大断
面図である。同図において、現像スリーブ５ａの回転に伴って、滞留規制部材１３の傾斜
している対向傾斜面１３ａに押し付けられた現像剤５００は、対向傾斜面１３ａに沿って
矢印Ｈの方向に進む。その進行方向には、先端磁性板１２ｂの側面ではなく、規制ギャッ
プＧ１が位置している。つまり、対向傾斜面１３ａに押し付けられた現像剤５００は、規
制ギャップＧ１に向けて案内される。これにより、規制ギャップＧ１に進入し易くなる。
このように、規制ギャップＧ１に対して比較的近い位置では、図中矢印Ｉのように現像ス
リー５ａに連れ回る現像剤５００の上に、対向傾斜面１３ａに沿って現像ギャップＧ１に
向けて案内される（矢印Ｈ）現像剤の流れが発生することで、不動層の形成が抑えられる
。規制ギャプＧ１から比較的離れた位置では、対向傾斜面１３ａに沿って矢印Ｈ方向に進
む現像剤５００に追従して動こうとする後続の現像剤５００に対して、更なる後続の現像
剤が摺擦する。この摺擦により、前述した更なる後続の現像剤が図中矢印Ｊ、Ｋ、Ｌで示
されるように、図中反時計回り方向に渦運動をする。この渦運動により、規制ギャップＧ
１から比較的離れた位置においても、現像剤が活発に動くことで、不動層の形成が抑えら
れる。
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【００５７】
　このように、規制ブレード１２よりもスリーブ回転方向の上流側における規制ギャップ
に比較的近い位置の現像剤が規制ギャップに向けてスムーズに移動したり、規制ギャップ
から比較的離れた位置の現像剤が渦運動をしたりすることで不動層の形成が抑えられる。
【００５８】
　なお、図６において、規制ギャップＧ１とこれよりも大きな滞留ギャップＧ１との差Ｌ
１を大きく設定し過ぎると、たとえ対向傾斜面１３ａを図示のようにブレード直交面方向
αから傾斜させていても、不動層の発生を抑えることが困難になる。
【００５９】
　本発明者らは、実施形態に係る複写機と同様の構成の複写試験機を用意した。また、滞
留規制部材１３として、互いに異なる厚みで形成されていることで滞留ギャップＧ２の値
を互いに異ならせる４種類のものを用意した。そして、それぞれの滞留規制部材１３につ
いて、汲み上げ低下率［％］を調べる実験を行った。具体的には、Ｋ用の現像装置４Ｋに
、新品のＫ現像剤をセットした状態で、黒ベタ画像を所定枚数プリントした後、現像装置
４Ｋを複写試験機から取り外した。そして、現像装置４Ｋの現像スリーブ５ａを１回転さ
せながら、ケーシングからのスリーブ露出箇所に当接させたスクレーパーによって現像ス
リーブ５ａ表面上の現像剤を掻き取って、その重さを新品現像剤汲み上げ量として測定し
た。次に、現像装置４Ｋ内の現像剤を劣化進行によって流動性を低下させたものに入れ替
えた後、同様にして、現像スリーブ５ａを一回転させる間に現像スリーブ５ａ上の現像剤
を掻き取って、その重さを劣化現像剤汲み上げ量として測定した。そして、新品現像剤汲
み上げ量から劣化現像剤汲み上げ量を差し引いた値における新品現像剤汲み上げ量に対す
る割合を汲み上げ低下率［％］として求めた。
【００６０】
　流動性が良好な新品現像剤では、不動層が形成されないことから、規制ブレード１２に
よる規制位置を通過した後の現像スリーブ５ａの表面に所望の厚みの現像剤層が形成され
る。これに対し、流動性が低下している劣化現像剤では、差Ｌ１が比較的大きくなると、
不動層が形成されることがある。不動層が形成されると、不動層が規制ギャップＧ１より
も狭いギャップで現像剤の層厚を規制するようになることから、現像剤の層厚が通常より
も低下する。この低下率を示すものが上述した汲み上げ低下率である。
【００６１】
　本発明者らが行った実験における汲み上げ低下率［％］とギャップ差倍率［倍］との関
係を図１０にグラフとして示す。ギャップ差倍率［倍］は、差Ｌ１について規制ギャップ
Ｇ１の何倍にあたるのかを示す数値である。現像剤の層厚が通常よりも低下する、即ち、
現像剤汲み上げ量が通常よりも少なくなると、現像装置４の現像能力が低下するので好ま
しくない。許容できる汲み上げ低下率の上限は２［％］程度である。図示のように、ギャ
ップ差倍率を１．７５［倍］以下に留めれば、汲み上げ低下率を２［％］以下にすること
が可能である。つまり、差Ｌ１を規制ギャップＧ１の１．７５倍以下に留めれば、不動層
の発生を有効に抑え得ることが実験によって確認された。
【００６２】
　そこで、実施形態に係る複写機では、差Ｌ１を規制ギャップＧ１の１．７５倍以下に設
定している。
【００６３】
　規制ブレード１２の薄板状部材たる先端磁性板１２ｂは磁性材料からなるのに対し、板
状部材たるブレード本体部１２ａは非磁性材料からなる。そして、先端磁性板１２ｂは、
ブレード本体部１２ａよりもかなり薄厚になっている。かかる構成では、規制ブレード１
２の先端において、磁力を実際の規制に携わる先端磁性板１２に集中させることで、磁力
を分散させることによる現像剤の層厚の不安定化を回避することができる。また、薄厚の
磁性板だけで構成するのではなく、ブレード本体部１２ａを設けることで、規制ブレード
１２全体に必要な剛性を発揮させることができる。
【００６４】
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　先端磁性板１２ｂについては、ブレード本体部１２ａにおけるスリーブ回転方向の下流
側の面ではなく、図示のように、上流側の面に固定している。下流側の面に固定すると、
先端磁性坂１２ｂのブレード本体部１２ａから突出している箇所で規制した現像剤をブレ
ード本体部１２ａの厚み分の領域に滞留させてしまうことから、不動層の発生を助長して
しまう。上流側の面に固定することで、その助長を回避することができる。
【００６５】
　先端磁性板１２ｂは、打ち抜き加工によって製造されたものである。かかる先端磁性板
１２の先端においては、打ち抜き方向の上流側のエッジがダレ面となって微小面取り構造
になるのに対し、打ち抜き方向の下流側のエッジがバリ面となって微小な突起であるバリ
を具備する構造になる。このバリにより、先端磁性板１２ｂによって規制した現像剤を下
方から支えてしまうと、現像剤の滞りを助長してしまう。
【００６６】
　そこで、実施形態に係る複写機では、スリーブ回転方向の上流側のエッジをダレ面側の
エッジにする姿勢で先端磁性板１２ｂをブレード本体部１２ａに固定している。かかる構
成では、規制ブレード１２によって規制した現像剤を先端のバリによって下方から支える
ことによる現像剤の滞りを回避することができる。
【００６７】
　図８に示されるように、アルミからなる滞留規制部材１３は、中空の構造になっていて
、その内壁には、放熱を促すための複数のリブ１３ｂが設けられている。滞留規制部材１
３の中空には、ファンによって気流が送り込まれる。これにより、滞留規制部材１３をヒ
ートシンクとして機能させている。
【００６８】
　上述したように、実施形態に係る複写機では、規制ブレード１２によって記載された現
像剤が二つの渦運動を形成して活発に動くが、そのときに磁性キャリア粒子同士が擦られ
て発生した熱は、滞留規制部材１３に良好に吸熱される。これにより、滞留中の現像剤の
発熱を抑えることで、不動層の発生をより確実に抑えることができる。
【００６９】
　以上に説明したものは一例であり、次の態様毎に特有の効果を奏する。
［態様Ａ］
　態様Ａは、無端移動する表面に担持した現像剤（例えば現像剤５００）により、画像形
成装置（例えば複写機）の潜像担持体（例えば感光体１）上の潜像を現像する現像剤担持
体（例えば現像ローラ５）と、前記現像剤担持体の表面に対して規制ギャップ（例えば規
制ギャップＧ１）を介して対向するように配設され、前記現像剤担持体の表面上における
現像剤の層厚を規制する規制部材（例えば規制ブレード１２）と、前記規制部材の近傍で
あって且つ前記規制部材よりも現像剤担持体の表面移動方向の上流側で前記現像剤担持体
に対向する対向面を具備する対向部材（例えば滞留規制部材１３）とを有する現像装置（
例えば現像装置４）において、前記対向面を、前記規制部材の面に直交する面方向から傾
斜させて前記対向面の前記表面移動方向における上流側から下流側にかけての領域を前記
現像剤担持体に徐々に近づけた対向傾斜面（例えば対向傾斜面面１３ａ）とし、且つ、前
記対向傾斜面と前記現像剤担持体との間のギャップ（例えば滞留ギャップＧ２）と、前記
ギャップよりも狭い前記規制ギャップとの差（例えば差Ｌ１）を、前記規制ギャップの１
．７５倍以下にしたことを特徴とするものである。
【００７０】
　態様Ａにおいては、現像剤担持体の表面移動に伴って、対向部材の傾斜している対向傾
斜面に押し付けられた現像剤のうち、規制ギャップに対して比較的近い位置にある現像剤
は、現像剤担持体の表面移動に追従するように対向傾斜面に沿って進む。その進行方向に
は、規制部材の先端エッジや規制ギャップが位置している。即ち、規制ギャップの比較的
近くで対向部材の対向傾斜面に押し付けられた現像剤は、規制部材の先端エッジや規制ギ
ャップに向けて案内されて、やがて規制ギャップ内に進入する。このように、規制ギャッ
プの比較的近くでは、対向傾斜面に沿って規制ギャップに向けて良好に移動する現像剤の
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流れができることで、不動層の発生が抑えられる。また、規制ギャプから比較的離れた位
置では、規制ギャップに向けて良好に移動する現像剤に追従して移動しようとする後続の
現像剤に対して、更なる後続の現像剤が摺擦しながら渦運動をする。この渦運動により、
規制ギャップから比較的離れた位置においても、不動層の発生が抑えられる。
【００７１】
［態様Ｂ］
　態様Ｂは、態様Ａにおいて、現像剤として、トナーと磁性キャリアとを含有するものを
用い、前記現像剤担持体として、回転する自らの表面に現像剤を担持する中空構造の現像
スリーブ（例えば現像スリーブ５ａ）、及びこれに連れ回らないように内包され且つスリ
ーブ回転方向に沿って配設された複数の磁極を具備する磁力発生部（例えばマグネットロ
ーラ５ｂ）を有するものを用い、前記複数の磁極のうち、前記規制部材によって層厚が規
制される現像剤を前記現像スリーブの表面上に拘束するための規制磁極（例えば規制磁極
５ｂ－２）のスリーブ周囲における法線方向の磁力の極大点（例えば極大点Ｐ１）を前記
規制部材よりもスリーブ回転方向の上流側に位置させ、且つ、前記規制磁極に対してスリ
ーブ回転方向の下流側で隣り合っている規制下流磁極（例えば規制下流磁極５ｂ－３）の
スリーブ周囲における法線方向の磁力の極大点（例えば極大点Ｐ２）を前記規制部材より
もスリーブ回転方向の下流側に位置させたことを特徴とするものである。かかる構成では
、規制磁極の磁力の極大点を規制部材の先端に対向させる構成に比べて、規制ギャップ内
における現像剤の滞りを抑えることができる。
【００７２】
［態様Ｃ］
　態様Ｃは、態様Ｂにおいて、前記規制磁極及び前記規制下流磁極のそれぞれにおける法
線方向の磁力の極小点（例えば極小点Ｐ３）を前記基線部材の先端との対向位置に位置さ
せたことを特徴とするものである。かかる構成では、規制ギャップ内における磁力線の向
きと、規制ギャップ内における現像剤の移動方向とを一致させることで、現像剤をスムー
ズに規制ギャップに通して、規制ギャップ内での現像剤の滞りを抑えることができる。
【００７３】
［態様Ｄ］
　態様Ｄは、態様Ａ～Ｃの何れかにおいて、非磁性の板状部材（例えばブレード本体部１
２ａ）と、これの先端よりも自らの先端を前記現像剤担持体に向けて突き出させる姿勢で
前記板状部材に固定され、且つ前記板状部材よりも薄厚の磁性の薄板状部材（例えば先端
磁性板１２ｂ）とで、前記規制部材を構成し、前記薄板状部材を前記板状部材における前
記表面移動方向の上流側の面に固定したことを特徴とするものである。かかる構成では、
規制部材の先端にて、磁力を磁性材料からなる薄厚の薄板状部材先端に集中させることで
、磁力を分散させることによる現像剤の層厚の不安定化を回避することができる。また、
肉厚の板状部材の厚みの領域に現像剤を滞留させてしまうことを回避することもできる。
【００７４】
［態様Ｅ］
　態様Ｅは、態様Ｄにおいて、前記薄板状部材の先端における前記表面移動方向の上流側
のエッジを打ち抜き加工におけるダレ面側のエッジにする姿勢で前記薄板状部材を配設し
たことを特徴とするものである。かかる構成では、規制部材によって規制した現像剤を薄
板状部材のバリで下側から支えることによる現像剤の滞りの助長を回避することができる
。
【００７５】
［態様Ｆ］
　態様Ｆは、態様Ａ～Ｅの何れかにおいて、前記対向部材における前記対向傾斜面とは異
なる箇所に、放熱用の複数のリブ（例えばリブ１３ｂ）を設けたことを特徴とするもので
ある。かかる構成では、規制部材によって規制された現像剤同士が擦れ合うことによって
発生した熱を対向部材によって吸熱することで、現像剤の発熱による不動層の発生の助長
を回避することができる。
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【００７６】
［態様Ｇ］
　態様Ｇは、態様Ｆにおいて、前記対向部材としてアルミ製のものを用いたことを特徴と
するものである。かかる構成では、熱伝導率の良いアルミ製の対向部材によって現像剤の
熱を良好に吸熱することができる。
【００７７】
［態様Ｈ］
　態様Ｈは、潜像担持体と、前記潜像担持体に担持される潜像を現像する現像装置とを備
える画像形成装置において、前記現像装置として、態様Ａ～Ｇの何れかの現像装置を用い
たことを特徴とするものである。
【符号の説明】
【００７８】
　　１：感光体（潜像担持体）
　　４：現像装置
　　５：現像ローラ
　　５ａ：現像スリーブ
　　５ｂ：マグネットローラ（磁力発生部）
　　５ｂ－２：規制磁極
　　５ｂ－３：規制下流磁極
　　１２：規制ブレード（規制部材）
　　１２ａ：ブレード本体部（板状部材）
　　１２ｂ：先端磁性板（薄板状部材）
　　１３：滞留規制部材（対向部材）
　　１３ａ：対向傾斜面
　　１３ｂ：リブ
　　５００：現像剤
　　Ｐ１：規制磁極の磁力の極大点
　　Ｐ２：規制下流磁極の磁力の極大点
　　Ｐ３：極小点
　　Ｇ１：規制ギャップ
　　Ｇ２：滞留ギャップ
　　Ｌ１：差
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７９】
【特許文献１】特許第４４５１６６８号
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